
    

　

１０月中河内地区事件事故発生状況
事件 ０件

交通事故
物件事故・・・ ２件

人身事故・・・ ０件

八幡東警察署

ホームページ

緊急時慌てず焦らず１１０番

１１０番は緊急電話

相談事は＃９１１０

八幡東警察署

６６２－０１１０
駐在所に連絡する際は

警察署を経由して下さい。

河内駐在所だより
道路横断の際は左右の確認を！ 令和７年１１月

詳しく
は
コチラ

夜は目立とう その光で

～反射材着用のすすめ～
夜間、車のドライバーから見える歩行者までの

距離は歩行者の衣服の色や反射材の着用の
有無によって大きく異なります。

外出の際は、明るい服や反射材を身に着けて、
交通事故から自分の命を守りましょう。

一杯で 消える未来と 消せぬ罪
〇 警察では、飲酒運転の徹底した検挙に

向け、取り締まりを強化しています。

〇 車や自転車を運転することを知りながら

酒を勧めること、酒を飲んで運転するおそ
れのある人に車を貸すこと、飲酒運転の
車に同乗することは犯罪です。

ひとりで悩まないで！あなたの心の声をお聞かせ下さい
福岡県警察では犯罪被害に遭われた方々の心のケア
を行う専門の窓口、犯罪被害相談「心のリリーフライン」

を開設しています。

電話番号 ０９２－６３２－７８３０
月～金 午前９時～午後５時４５分

河内駐在所員から
年末に向けて交通事故が多くなる季節です。

外出する際は、上の記事の通り明るい服や

反射材を着用して交通事故を防止しましょう。

運転手の方も心にゆとりを持った運転を心掛

けて下さい。

まだまだ八幡東区内でも不審電話が相次い

でいるので注意しましょう。

事件事故なく、楽しい年末年始を迎えましょう！


